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熊本県市町村総合事務組合負担金条例施行規則 

                      （昭和３５年６月２７日組合規則第２号） 

                     改正 昭和４２年 ４月 １日組合規則第１号 

昭和５１年 ５月１１日組合規則第２号 

昭和５８年 ７月２３日組合規則第２号 

昭和５９年 ４月 １日組合規則第１号 

平成 元年 ６月 ８日組合規則第３号 

平成 ３年１２月１６日組合規則第２号 

平成 ５年 ３月 ２日組合規則第１号 

平成１８年１１月１５日組合規則第２号 

平成２０年 ３月３１日組合規則第１号 

平成２２年 ６月 ７日組合規則第３号 

平成２７年 ４月 １日組合規則第２号 

平成２８年１０月 ７日組合規則第５号 

平成２９年 ６月 ２日組合規則第５号 

令和 ３年１０月１１日組合規則第１号 

令和 ５年 ２月 ６日組合規則第１号 

 （目的） 

第１条 この規則は、熊本県市町村総合事務組合負担金条例（平成１６年組合条例第１１号。以下「負

担金条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、負担金条例の例による。 

 （退職手当に関する報告） 

第３条 退職手当事務加入市町村は、特別職員又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該事由の生じた日から７日以内に、当該各号に定める書類を提出しなければならない。 

 （１） 採用したとき 就職報告書（負様式第１号） 

 （２） 退職したとき 退職報告書（負様式第１号の２） 

 （３） 前２号に掲げるもの以外の報告事由が生じたとき 職員報告書（負様式第１号の３） 

 （４） 昇給、昇格その他給料月額の異動があったとき 給料額異動報告書（負様式第１号の４） 

２ 市町村職員退職手当条例（昭和３５年組合条例第１号。以下「退職手当条例」という。）第５条第

２項の規定により職員とみなされることとなった者については、前項第１号に規定するもののほか、

その者が採用された日の属する月から職員とみなされることとなった月までの出勤簿の写しを添

付しなければならない。 

３ 職員以外の地方公務員又は国家公務員（以下「職員以外の地方公務員等」という。）であった者を

引き続いて採用したときは、第１項第１号に規定するもののほか、退職手当の支給有無に関する証

明書及び職員以外の地方公務員等に係る履歴書を添付しなければならない。 

 （退職手当負担金の算定基礎となる給料月額の取扱い） 

第４条 負担金条例第２条に規定する規則で定める給料月額の取扱いは、次のとおりとする。 

 （１） 同条に規定する１０月１日（以下この条において「基準日」という。）後に給与改定その他

事由により給料月額に生じた異動額は、基準日の給料月額に含めないものとする。 

（２） 退職手当条例第５条第２項の規定により職員とみなされることとなった者について、その

者が採用された日の属する月から職員とみなされることとなった月の前月までの期間の給

料月額は、基準日の給料月額に含めないものとする。 

（３） 退職手当条例第１０条の６の規定による公益法人等派遣職員のその職員派遣期間中の給料
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月額については、その者が引き続き退職手当事務加入市町村の職員として在職していたとし

た場合に受けることとなる給料月額とする。 

（負担金調整率の通知） 

第４条の２ 組合長は、毎年度、前年度の決算について議会の認定を受けた後、負担金条例第２条の

２の規定により決定した退職手当事務加入市町村の翌年度の負担金調整率について、退職手当事務

に係る職員の負担金調整率通知書（負様式第２号）により、退職手当事務加入市町村に通知しなけ

ればならない。 

（消防補償等に関する負担金算定の報告） 

第５条 消防事務加入市町村は、負担金条例第３条第１項第２号に規定する非常勤消防団員の条例定

数について、非常勤消防団員条例定数等報告書（負様式第３号）に、同団員の定数を定める条例の

写しを添えて組合長に報告しなければならない。 

 （非常勤職員公務災害補償に関する負担金算定の報告） 

第５条の２ 非常勤公務災害事務加入市町村は、負担金条例第４条第１項に規定する非常勤職員の定

数について、非常勤職員職種別定数報告書（負様式第３号の２）に、非常勤職員職種別定数調べ調

査表を添えて組合長に報告しなければならない。 

 （負担金の還付） 

第６条 組合市町村の長は、負担金条例第８条第１項第１号、第２号又は第９条の規定による負担金

の還付を求めるときは、脱退等に伴う負担金還付依頼書（負様式第４号）を組合長に提出しなけれ

ばならない。 

（委任） 

第７条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は組合長がそのつど定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和４２年組合規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５１年組合規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５８年組合規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５９年組合規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成元年組合規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成３年組合規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成５年組合規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成５年１月１日より適用する。 

   附 則（平成１８年組合規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２０年組合規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２２年組合規則第３号） 
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊本県市町村総合事務組合負担金条例施行規則の規定

は、平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２７年組合規則第２号） 

 この規則は、平成２７年４月２日から施行する。 

   附 則（平成２８年組合規則第５号） 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年組合規則第５号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和３年組合規則第１号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、負様式の改正規定（「殿」を「様」に改め

る部分に限る。）は公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 前項ただし書きに規定する規定の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改

正前の熊本県市町村総合事務組合負担金条例施行規則の様式（次項において「旧様式」という。）に

より使用されている書類は、この規則による改正後の熊本県市町村総合事務組合負担金条例施行規

則の様式によるものとみなす。 

３ 附則第１項ただし書きに規定する規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の

間、これを取り繕って使用することができる。 

   附 則（令和５年組合規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第４条の規定は、令和５年度の負担金の算定基準となる令和４年１０月

１日の給料月額の取扱いについて適用する。 

 

（様式省略） 

 


